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１．事業概要 

 

１）事業の背景 

アジア諸国のほとんどで歯科・口腔保健を担うデンタル・ナース制度が確立しているが、

ラオスは同制度がなく、職業としても認められていない。ラオスも近年の経済の発展にと

もなう医療インフラの整備によって、近い将来、デンタル・ナース制度の構築に踏み切る

ものと期待するが、現状の歯科・口腔保健を担うマンパワーが欠如した状況が続くと、ラ

オス村落地域住民の健康をさらに損ねてしまう恐れがある。我々の調査や最近の研究でも

歯科・口腔疾患は深刻な状態にあり、その背景に予防プログラムが未整備であることを多

くの研究者が指摘している。さらにこのような状況が続くと、小児を中心に深刻な歯科・

口腔疾患の蔓延が危惧される。 

上記の状況を打開すべく、同国保健省、ヘルスサイエンス大学歯学部、地方保健局より

OISDE に対して「デンタル・ナース制度構築」に向けた活動実施の要請があった。保健省

が主体的に同制度構築に向けて取り組む事になるが、ソフト部分での技術移転が必須の状

況である。そこで、デンタル・ナースの代替として、対象地域の看護師学校(Technical 

Nursing School)の学生に対して歯科・口腔保健をカリキュラムとして導入し、加えて当該

地域で活動している看護師に対して歯科・口腔保健についての知識や技能の技術移転を介

し、職務の範囲で地域住民に対して歯科・口腔疾患保健活動を担ってもらうことで健康被

害を防ぐことが必要であった。 

 

２）事業地と対象ヘルスセンター 

 ラオス人民民主共和国（以下、ラオス） 

    ビエンチャン県・フォン・ホン地区（首都ビエンチャンから北へ 70 キロ） 

     図１．ラオスの地図と事業地  

首都 
事業地 
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対象ヘルスセンターは、７地区・２１ヘルスセンター。ヘルスセンターの選定

にあたっては、多少民族意識の高い住民が住む危険地域と目される地域を排除した。 

 

         

      図２．ビエンチャン県地図、および訪問したヘルスセンターの位置 

 

３）対象事業地の住民数 

対象事業地の住民数は、約１１．７万人。 

      表１．地区別の住民数 

県保健局 
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４）事業の実施体制 

本事業の実施体制は、弊団体の日本本社を本部事務所し、団体理事長が事業統

括を行った。また、理事長による事業統括の元、本部事業担当および現地責任者が

連携を取って現地事業を運営。 

 

    

図３．事業実施の体制 
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２．ビエンチャン県に導入した歯科・口腔保健サービスシステムの概要 

 

１）システム構築 

「システム」が正常に機能するためには、システムに関与する各組織の役割分担を明

確にし、役割の適正な遂行をモニターする仕組みが必要である。本事業の歯科・口腔保健

サービスシステム（図１参照）の構築にあたっては、事業終了後のサービス提供を見据え、

役割分担の明確化と各組織への教育・指導を徹底してきた。本事業２年目の中間報告にあ

たる時点においてシステム構築は完成し、残期間（半年）においてシステムの更なる安定

化に向けた活動を実施した。 

 

 

図４．歯科・口腔保健サービスシステム 

 

２）各組織の役割分担の明確化 

   （歯科・口腔保健サービスシステムのみに言及した役割を以下に記載） 

   （以下の採番は図１の番号に一致） 
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① ヘルスセンターの役割（地域密着型歯科検診） 

歯科・口腔保健サービスの要となる組織。住民の歯科疾患を予防する活動、

及び歯科医療サービスの提供。 

予防活動： 歯磨き指導を含む予防活動。各家庭および小学校訪問 

歯科医療サービス： 診断、スケーリング（歯垢除去）、抜歯 

 

② 看護学校の役割 

歯科・口腔保健の知識・技術を有する看護師を恒久的に輩出する機関。歯

科・口腔保健サービスに従事する人材を育成。 

看護学校教員のスキル維持のため、ヘルスサイエンス大学が教員を対象に

半年に一度の講習を実施。 

 

③④ 地区病院の役割 

地区病院の歯科医はヘルスセンター看護師と連携を取り、技術指導、難案

件の受入れ、緊急時の対応を実施。 

地区病院に在籍する歯科医が、定期的に近隣のヘルスセンターを訪問、歯

科・口腔保健の知識・技術の指導を行う。また、ヘルスセンターの看護師で

対応できない難案件については、看護師が地区病院に連絡を取り、患者を移

送する手はずを整える。 

事故などの緊急時においては、看護師が歯科医に即連絡を行い、搬送を含

め歯科医の指示に従うように取り決めを行っている。 

 

⑤⑥⑦ ビエンチャン県保健局の役割 

下部組織（ヘルスセンター、看護学校、地区病院）の管理・指導の役割を

担う。 

県保健局職員は、３つの下部組織に対して、毎月電話或は訪問により、歯

科・口腔保健サービスの執行状況を確認する。確認内容は、利用者数、利用

内容、事故の有無などを確認する。サービス運用において問題が発生した場

合は、本事業期間中、そして事業終了後もヘルスサイエンス大学教員と協議

の上で対応する。 
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⑧⑨ ラオス保健省の役割 

ビエンチャン県保健局からの歯科・口腔保健サービスの執行状況の報告内

容を確認する。同省役人は県保健局からの報告内容を基に、ラオスにおける

今後の歯科・口腔保健分野の政策立案をヘルスサイエンス大学と共同で行う。 

また、ビエンチャン県における歯科・口腔保健サービスシステムをモデル

とし、ラオス全土にシステムを導入する企画をヘルスサイエンス大学と共同

で行う。 

 

⑩⑪ ヘルスサイエンス大学の役割 

（事業期間中） 

ヘルスサイエンス大学は弊団体（OISDE）と協力の上、ビエンチャン県にお

ける歯科・口腔保健サービスの執行に必要な全てのアクションを行う。 

（事業終了後） 

本事業終了後もヘルスサイエンス大学の役割に変更はない。ビエンチャン

県における歯科・口腔保健サービスシステムの執行状況を確認、システムの

執行に必要なアクションの実施、および同システムをラオス全土に普及させ

るための企画・立案を弊団体と協同で行う。 

 

３）システム運用の実際 

①看護師教育 

看護師教育は、講義・実技指導の２つに大別され、実施場所は教室内、お

よび実際の医療現場となるヘルスセンターの両箇所にて実施される。 

 

図５．看護師・看護学校学生に対する教育スキーム 
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また、看護師に対する歯科・口腔保健教育のカリキュラムは、主に日本人

専門会により作成され、ビエンチャン県看護学校のカリキュラムとして導入

された。本カリキュラムの導入により、歯科・口腔保健の知識・スキルを取

得した看護師が恒久的に排出される仕組みが整ったことになる。 

 

WS: Workshop、PT: Practical Training 

図６．看護学校の歯科・口腔保健カリキュラム 

 

また、ラオスの医療事情等に合わせたテキストを作成し、看護学校での指

導用教本として、事業終了後も使用されている。 
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②看護師教育 

（WS 風景） 
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（PT 風景） 
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③  地域密着型歯科検診 

当該地域の各ヘルスセンターを巡回し、歯科・口腔保健サービスを提供す

る。同検診を通して住民及び児童・学童の歯科・口腔疾患の減少、感染症な

どの蔓延の防止、および看護師・現地歯科医への技術指導を実施した。 

 
地域密着型歯科検診の体制 

 

A. 受付 

受診者はヘルスセンター内にて受付後、氏名・年齢(生年月日)・職

業などの基本情報に加え、現症(現在指摘されている、あるいは治

療している疾患など)および既往歴(高血圧、糖尿病の有無、マラリ

アなどの感染症)を看護師より聞き取り調査を行ったうえで、受付

シートを作成した。次いで、全ての受診者に血圧を測定した。 

     

    受付にて血圧測定    作成した受付シート 

検診用チェアー  スケーリング
用チェアー 

治療用チェアー 

住民は受付を終了後、１番２番の検診用チェアーにて検診を受ける。検
診は看護師および県立看護学校の学生が担当する。検診結果をヘル
スサイエンス大学教員、県立看護学校教員に提出し、その後担当者の
判断でスケーリングあるいし簡単な充填処置を行う。施術はヘルスサイ
エンス大学の教員の指導の下、看護師および県立看護学校の学生が
おこなう。 

1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　4 受付 

診断・
記録 
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B. Oral Health Questionnaire for Adult シートの作成 

患者の情報を収集するためのシート（参考資料１．を参照、「Oral 

Health Questionnaire for Adult」）を準備し、質問項目に従って

担当看護師が受診者にインタビューした。 

 受診者にインタビューする看護師 

C. Oral Health Promotion  

順番待ちの患者に対して、歯磨き方法を指導。また、ヘルスセンタ

ーの看護師に対しては、毎日センターに訪れる患者に、最低２回（午

前、午後）は歯磨き指導を行うように指示。 

   

歯磨き方法を指導   来館者全員に説明 

D. 口腔内の診断 

看護師が診断を行う。診断結果および必要な処置をヘルスサイエン

ス大学(以下、UHS)歯科医師と検討する。 

  

 看護師による診断   UHS 歯科医師による確認と指導風景 

E. 看護師による処置 

スケーリングなど簡易なケースは看護師が行う。現在、看護師によ

る歯科・口腔疾患に対する処置は、その歯科医師法などと照らし合

わせた職務範囲があいまいなため、UHS および MOH と鋭意検討して
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いる。従って、本案件では看護師の職務を逸脱しない範囲での処置

に限定している。特に、抜歯などの観血処置は UHS の歯科医師が処

置することを原則としている。 

 麻酔をする看護師 

F. 投薬（抜歯、急性歯周炎、顎骨炎などの場合） 

鎮痛薬・抗生剤は症状の適応を配慮し、UHS の歯科医師、あるいはヘ

ルスセンターの医師などと協議のうえ、投薬する。 

G. 資器材の消毒・滅菌の徹底 

使用済の器材は消毒液に浸し、後にオートクレーブ（ヘルスセンタ

ーで所持している場合のみ）にて滅菌する。予算にて購入した１台

のオートクレーブは、全てのヘルスセンター訪問後に寄付するセン

ターを決定予定。 

   

           消毒液    消毒液を入れた容器 

 

④  安全な診断・治療を提供するための工夫 

A. 抜歯に関する患者の同意 

抜歯が必要であると診断した場合に、患者から同意書（サイン）を取

得する。事故が発生した場合の患者とのトラブルを防止することが目

的。 

B. 診断時のマニュアル作成 

UHS 歯科医師訪問時以外は基本的にヘルスセンターの看護師が口腔内

を診断するため、看護師の診断の精度をあげるために、口腔疾患の多

種のケースを写真付きで解説し、処置方法（歯科医師への紹介も含む）
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を記載したマニュアルを作成。難しいケースの場合は、UHS 歯科医師が

ケースの詳細な説明をした上で、歯科医が在籍する病院に行くように

伝える事を指導。ヘルスセンター訪問時に撮影する患者の口腔内の写

真について、全て疾患の名称、対象方法（難案件は歯科医に回す）を

記載したマニュアルを作成。毎回のヘルスセンター訪問時に都度写真

を追加、マニュアルを更新していく。 

C. 資器材の使用マニュアル提供 

資器材が多岐に渡り使用方法等の把握に時間を要するため、各ツール

の説明書を作成し独自で勉強が出来るように各ヘルスセンターに配布。 

D. 資器材の使用方法を詳細に指導 

診療開始前に看護師に対し、視聴覚機器を駆使して、各歯科資器材の

マニュアルにて使用方法を教育した。 

 プロジェクター投射にて説明 

E. 医療事故の防止策 

指導開始当初は麻酔針が付いた注射器が置きっぱなしになっていたり、

滅菌された器具を手袋なしに持ったりと、感染症など医療事故につな

がる可能性があったため、指導強化のためのマニュアルを作成した。

診療開始前に看護師に対して毎回指導するようにしている。 

F. 抜歯時の注意 

高血圧、糖尿病患者に加え、妊産婦、感染症、心疾患など全身的なリ

スクがある抜歯要注意患者をスクリーニングした。 

G. 緊急用キットの準備 

患者および医療関係者の緊急時用に応急処置キット（医療縫合糸・針

など）を準備した。 

 緊急用キット 
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H. 事前・事後の打合せ 

ヘルスセンター訪問前の打合せ 

イ）ヘルスセンターでの看護師への指導方法 

ロ）診療の流れ 

ハ）留意点等 

を参加歯科医師間で共有する。 

事後打合せで 

イ）参加者の意見を取りまとめ 

ロ）次回ヘルスセンター訪問時の改善ポイントを討議する。 

      UHS 内での事前打合せ 

I. 地区歯科医との連携  

地区にある地区病院（District Hospital）に在籍する歯科医と打合せ

を行い、看護師による歯科医療サービス提供のサポートを要請。看護

師が対処に困った時に連絡する担当者として設定し連絡網を作成した。 

J. 事故対策 

a. 事故発生時のルールを決める 

イ)  即時治療を止め、近くの病院（医師）あるいは歯科医に連

絡、対応の指示を得る 

ロ)  待ち患者がいた場合は診療の中止を申し出る 

b. 電話リスト（病院、医師）を作成する 

c. HC 訪問時用に、緊急時の対応マニュアルを作成する 

イ) 事故ケースの洗い出し 

ロ) 看護師に対応させるべきケースの選定 

ハ) 処置方法の検討、マニュアル化 

d. 看護師を集めて半年に１回程度のワークショップの開催 

イ) 集合でのケーススタディー 

ロ) 看護師間のネットワーク作り 
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⑤ 学校歯科保健の実施 

本事業対象２１のヘルスセンターに隣接する２１の小学校を対象とし、教

員約１００名、小学生約２，０００名を対象に、学校歯科保健活動を実施。

実施時期は、ヘルスセンター訪問時に合わせて学校訪問を実施。 

  

歯科検診の実施 

A. 看護師による生徒達への診療 

看護師が主体で、生徒達の診療・治療を行う。生徒達が治療場に群

がらないように、４人ずつ呼び出して診療を実施。治療内容はスケー

リングと乳歯の場合の抜歯のみ。 

         

こちらの準備を見守る生徒達    看護師による診断 

       

看護師による診療     順番待ちの人数を常に４人にした 

B. 歯磨き指導 

教員および看護師達に、歯磨き指導の定期的な実施を指導した。 

   

 教員への技術移転  児童達への歯磨き指導 
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⑥ ヘルスサイエンス大学歯科医師への技術移転 

ヘルスサイエンス大学歯科医師を対象に歯科・口腔保健活動に必要な専門

知識、技術のフォローアップのための技術移転を実施した。 

 

「歯周病」大学院学生への技術移転 

大学院コース・課外授業の一環として、大学院生を同行させる。１０名

の学生を２グループに分け、１グループずつ交互に同行させる計画。 

 

A. 同行前の事前研修 

HC を訪問するにあたり、HC 訪問の行程、現地での実施事項、および

歯周病チェック表（参考資料１参照。WHO で利用されているチェック表）

の使用方法を事前に学生に説明。 

        

先生による表使用方法の説明  学生同士による手法の確認 

    

各 HC にて、そこに滞在する UHS 先生・大学院生への最終説明 

 

B. 現地での実習 

a. 住民へのインタビュー実施 

WHO で使用されているインタビューシートを使用し、ヒアリングを

実施。インタビュー内容は患者の属性および生活習慣。（参考資料①を

参照） 
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 大学院生によるインタビューの実施 

    （HC の看護師にモン語の通訳を依頼） 

b. 歯周病チェック 

インタビュー実施後、同一の患者に対して歯周病チェック表を使用

して診断を実施。 

 UHS 先生によるチェック方法の指導 

C. 大学院生による小学校教員への診療 

HC での実習内容と同様、小学校の教員に対してインタビューおよび

歯周病チェックを実施。また、診断結果により治療(主に抜歯)を実施。 

   

教員へのインタビュー 歯周ポケットの深さの測定 

 

⑦ 看護師、地域歯科医に対するワークショップの実施 

A. ディスカッションの場を設定 

四半期に一度、技術移転の対象となる看護師を一堂に介し、３ヶ月

の間に各看護師が持った疑問点などを発表させ、対応方法等を参加者

全員で討議する場を設定した。討議では、診断方法、治療方法、治療

後の対応、歯周組織についてなど多岐に渡る質問が挙った。日頃、ヘ

ルスセンターにて歯科医療に誠実に従事している事が伺えた。 

本ワークショップには、ビエンチャン県の７地区の地区病院に在籍
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する歯科医にも参加を要請。今後の看護師指導の参考になるよう、看

護師が抱える課題・疑問点などを共有させた。 

本ワークショップは、ヘルスサイエンス大学、および弊団体（OISDE）

により、事業終了後も実施予定。ビエンチャン県に導入した歯科・口

腔保健サービスシステムのモニタリング、看護師が抱える課題の把握

に役立てる予定。 

        

          看護師の質問に答える大学教員 

B. 看護師の知識習熟度試験の実施 

事業２年目の上半期では、看護師に対する歯科知識の習熟度を測る

テストを実施。テスト結果に基づき、知識不足の歯科領域について、

ワークショップにて徹底教育した。 

 

⑧ 県保健局局員に対する教育・指導 

ビエンチャン県保健局局員との定期打合せにおいて、本システムの

維持・継続について討議。本事業終了後のヘルスセンターへの指導方

法、役割分担について討議する機会を設定している。討議内容により、

看護学校教員に参加を要請することもある。 

   

          保健局局員との討議    ラオス歯科医療事情の説明 
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⑨  ビエンチャン県看護学校・歯科カリキュラム実施のフォロー 

NGO 連携無償資金協力事業 「ポンホン地区看護師を対象とした口腔

保健能力向上プロジェクト（フェーズ１、2012 年 8 月〜2013 年 7 月実

施）」にて導入が完了した歯科カリキュラムのフォロー活動。 

ヘルスサイエンス大学教員および弊団体職員が、看護学校で実施さ

れた歯科カリキュラムに参加。看護学校教員の講義内容・方法を評価

すると共に大学教員から歯科・口腔保健に関する補足講義を実施した。 

    

講義内容に対する評価        大学教員による講義 

 

⑩ 資器材の供与 

歯科・口腔保健サービスシステムの構築、および事業後の継続的な

サービス提供のために、２１ヘルスセンターに対して、各種歯科器材

を供与した。 

       

供与した歯科器材（１ヘルスセンター向け） 
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また、資器材の供与に当たっては、ヘルスセンター長、村長、保健

局職員同席の上、日本外務省からの資金に基づく供与であることを強

調した。 

 

 

 

 

 

    
 

   
 
   
 

 

 

 

 

        資器材供与のセレモニー 
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３．裨益者数 

 

本事業の申請時（２０１３年８月）に目標として設定した裨益者数は、２年間

で５，６００人（間接裨益者数）。事業が完了した２０１５年７月末時点で、１１，

６３６人に達した。本実績値は、専門家がヘルスセンターを訪問した際に看護師指

導と合わせて実施した地域密着型歯科検診時の患者数のみであり、看護師達が日常

のルーティンワークにて診察した患者数は含まれていない。目標値に対して２倍の

実績に至った理由として、訪問する度に歯科・口腔保健サービスが住民に認知され

ていったこと、および複数回受診を望む住民が増えていったことが挙げられる。住

民の間で歯科・口腔保健が認知されたといってよい。 

目標値：  ５，６００人 

実績値： １１，６３６人 

 

 

図．裨益者数の推移 
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４．広報活動 

 

１）地元新聞による活動紹介 

 ラオスの英字新聞「Vientiane Times」、他ラオス語新聞に取材を依頼、各種セレモニー、

或いは地域密着型歯科検診の記事が四半期に１回程度の頻度で地元新聞に取り上げられた。

新聞広報の効果は大きく、ビエンチャン在中のラオス人や日本人からだけでなく、他県の

保健担当者などからの連絡や問い合わせ、事業実施の要請などに繋がった。 

 保健省を含む各医療機関から感謝状を受領（参考資料２．を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各種新聞記事の切り抜き 
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２）International Journal による周知 
 本活動の一環として、International Journal を発行し、各関係医療機関、およびアジア

の各歯科系大学に配布致しました。 

        Journal の表表紙 
 
 Journal に掲載した記事は以下の通り。 

 

1. Consideration of Influence on the Risk of the Dental or Oral Disease in the 
Northern and Mountain Side of Rural Area, Lao P.D.R 

2. A study to Evaluate General Nurse’s Oral Health Knowledge and Oral     

Conditions for the Substitute of Dental Nurse in Phone Hong, Vientiane      

Province, Lao P.D.R. 

3. Relationship Between Oxidative Stress and Oral Disease in Rural Area, Lao   
P.D.R-Comparison with Kingdom of Cambodia 

4. Doc’s Best Cement 

 
３）ポスター／リーフレットの作成、配布 
 事業対象地の住民や医療関係者への啓蒙活動、並びに日本外務省からの支援であること

を周知徹底するために、ポスター、リーフレットを作成し、配布・掲示を行った。 
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作成・配布したポスター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作成・配布したリーフレット 
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５．その他活動 
歯科・口腔保健活動と合わせて、村の衛生管理運動も実施した。村によりゴミ収集の仕

組みが整っておらず、またゴミ箱に捨てるという衛生観念が無い住民も多数いたため、地

域密着型歯科検診時に合わせてゴミ収集のルールを複数の村で設け、訪問する度に状況確

認と啓蒙活動を実施した。 

      
①ルール設定前の村内 

 

      
②ゴミ収集・焼却場の設置 
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ルール設定１年後の村内 

 

学校歯科保健の際も、子供たちにゲーム感覚でゴミ拾いをさせるイベントを実施。多

く収集した生徒に賞品（文房具など）を提供するなど、遊び感覚でゴミ拾いを実感させ、

また教員に対してゴミ拾いの徹底を義務付けた。 

 

小学校でのゴミ拾い 
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（参考資料１：インタビューシート） 
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（参考資料２：感謝状） 

 ラオス保健省副大臣からの感謝状 

 

            
県保健局からの感謝状   県病院からの感謝状      地区病院からの感謝状 
 

     
ビエンチャン県知事からの感謝状授与式 
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